
４
5 5 6
大阪市浪速区幸町1－2－33

大阪市浪速区幸町1－2－33

3 4 5 1 2 0 8

06 6568 7731

ホケンイ
※

保 険 医 太 郎
歯科医 幸町歯科 本人保険医太郎

タロウ
0 0 2 1

確定

4 6 8 5 7 8 8 0

5 6 4 8 5 0

5 5 6 8 5

1 1 9 7 4
2 4 1 5 4 2 0

2 4 1 5 4 2 0

2 4 1 5 4 2 0

4 8 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0

5 6 8 5

5 0 7 2 3
2 4 6 6 1 4 3

6 6 0 5 1 4
1 8 0 5 6 2 9

6 6 0 5

1 5 0 0 0 0
1 5 5 5 2 8 1 4

5 5 6 8 5

1 4 8 5 0

5 5 6 8 5

1 5 6 9 8 3 4 9
1 0 8 1 3 2 0

7 5 0 0 0

8 4 0 0 0 0

1 0 1
4 8

1 0 0 0 0 0

3 5 2 6 3 2 0

1 5 0 0 0

1 9 8 0 0 0
3 7 2 4 3 2 0

４

－ －

事業 診療報酬･支払基金
給与 大阪市教育委員会

○○生命
雑
一時

一時

報酬
給料
報酬
生命
保険

保険医次郎

保険医花子 妻 カ月 歯科衛生士

子
保険医三郎 子

歯科医師国保

確定

小規模企業共済

○○県日本赤十字社

国民年金

措置法 条

大阪府歯科保険医協会

ホ ケン イ

保険医太郎
タロウ

※

※
※

13
17

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

  

 

  

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

  
  
  
  

  

   

 

 

 

  

 

大阪歯科保険医新聞 （６）（第三種郵便物認可） ２０２３年２月５日（５、15、25日発行）

〈確定申告書Ｂ 記入例〉

措置法26条を適用する場合必ず記入 「番号」を「８」とし、保険診療分所得を記入

「※」の「個人番号」欄は記載しなくても受理される

感染拡大防止等支援事業補助金

固定資産を取得した場合の税務処理について
　感染拡大防止等支援事業補助金で固定資産（取得価額10万円以上）を取得した場合

は、「国庫補助金等の総収入金額不算入」（所得税法第42条、いわゆる「圧縮記帳」）

の規定が適用でき、補助金のうち、その固定資産の取得等に充てた金額については総

収入金額に算入しないことができる（その固定資産の取得価額のうち補助金を充てた

部分の金額については、収入や必要経費として計上しなくてよいということ）。

　その固定資産の取得価額は、収入に計上しなかった補助金等の額を控除した残額と

なり、この残額を基礎として減価償却費の計算をする。なおこの処理は、措置法第26

条の適用を受けている場合も適用できる。

　この「総収入金額不算入」（いわゆる「圧縮記帳」）は、補助金等を「返還しないこ

とが確定した日の属する年分」、すなわち「確定通知書」の日付が属する年分に適用

することができる。「交付決定通知書」の日付ではないため注意が必要になる。

　手続きは、補助金の「確定通知書」の日付が属する年分の確定申告書に「国庫補助

金等の総収入金額不算入に関する明細書」（右図）を添付して所轄税務署長に提出する。

※ 固定資産の取得日については、経費の収入計上と異なり、「確定通知書」の日付と

なる。

※（注）固定資産税（償却資産税）については、圧縮記帳前の取得価額で計算する。

確定申告個別相談会のご案内
　確定申告書・決算書や収支内訳書などの申告前の事前チェック、申告書関連書類の
記入上のアドバイス等を税理士が個別相談形式でいたします。完全事前予約制です。
必ずお電話でお申込みください。

日　時　２月28日（火）～３月13日（月）10時～17時（日曜日を除く）
　　　　①10時～12時　②13時～15時　③15時～17時
会　場　保険医会館３階
担　当　協会医業税理士団・税理士
費　用　 原則２万円（医業以外の所得や複数人分のご相談は別途要費用）

※ １人２時間の事前予約制です。お申し込みは経税部まで。
※ 新型コロナ関連助成金・支援金等の確定通知書をご持参ください。
※ 医業以外の所得（譲渡等）がある場合は、予約時に必ずお申し出ください

補助金交付決定通知書
の日付を記載します。

補助金確定通知書の
金額を記載します。

補助金確定通知書の
日付を記載します。


